
【表紙】

【提出書類】 訂正有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成28年4月4日提出

【発行者名】 みずほ投信投資顧問株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 中村　英剛

【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目５番２７号

【事務連絡者氏名】 商品開発部長　三木谷　正直

【電話番号】 03-5232-7700

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（みずほＳＭＡ専用）

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

継続募集額(平成27年9月11日から平成28年4月4日まで)

　1,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成27年 9月10日付をもって提出した有価証券届出書（平成28年3月10日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届

出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の記載事項について、信託契約を解約することとなったことに伴

ない、訂正すべき事項がありましたので、関係事項を下記のとおり訂正するものであります。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】

（７）申込期間

＜訂正前＞

平成27年 9月11日から平成28年 9月 9日まで

※ 申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

 

＜訂正後＞

平成27年 9月11日から平成28年 4月 4日まで

 

（１２）その他

＜訂正前＞

①　お申込みの方法

当ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約
※
に基づいて、SMA取引口

座の資金を運用するためのファンドです。

当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)取引

口座を開設した者等に限るものとします。

※　当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがありま

す。

②　投資信託振替制度における振替受益権について

当ファンドの受益権は、平成19年１月４日より投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）

に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の

振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の

振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理しま

す。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）

への記載・記録によって行われます。

 

 

＜訂正後＞

①　お申込みの方法

当ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約
※
に基づいて、SMA取引口

座の資金を運用するためのファンドです。

当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)取引

口座を開設した者等に限るものとします。
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※　当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがありま

す。

②　投資信託振替制度における振替受益権について

当ファンドの受益権は、平成19年１月４日より投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）

に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の

振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の

振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理しま

す。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）

への記載・記録によって行われます。

 

③　信託契約の解約（繰上償還）について

当ファンドは、受益者からの信託契約の一部解約の申出により、受益権口数がゼロとなる状況にある

ことから、やむを得ない事情が発生したものとして、信託約款の規定に基づき信託終了日を繰り上げ、

平成28年4月12日をもって信託を終了します。
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第二部【ファンド情報】

第２【管理及び運営】

３資産管理等の概要

（３）信託期間

＜訂正前＞

平成18年６月１日から無期限とします。

 

＜訂正後＞

平成18年６月１日から平成28年４月12日までとします。
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